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衛生検査所の登録証明書について、以下の事項が生じた場合、申請された内容を審査し再交付を行う。 
（１） 証明書を破ったとき 
（２） 証明書を汚したとき 
（３） 証明書を失ったとき 
なお、（３）の理由により再交付を行った後、失った登録証明書を発見した場合は直ちにこれを都道府県知事に返納しなければならない。 
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標準処理期間 30日 目次

№ 
27 

 標準経由期間      日

 


